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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  基板の上方に形成された第１窒化物半導体層と、
  前記第１窒化物半導体層上に形成され、前記第１窒化物半導体層よりバンドギャップが
広い第２窒化物半導体層と、
  前記第２窒化物半導体層を貫通し、前記第１窒化物半導体層の途中まで到達する溝と、
  前記溝内にゲート絶縁膜を介して配置されたゲート電極と、
  前記ゲート電極の両側の前記第２窒化物半導体層の上方にそれぞれ形成された第１電極
および第２電極と、を有し、
  前記ゲート絶縁膜は、前記溝の端部から前記第１電極側に延在し、前記溝の端部側に位
置する第１部と、前記第１部より前記第１電極側に位置し、前記第１部より膜厚の大きい
第２部とを有する、半導体装置。
【請求項２】
  請求項１記載の半導体装置において、
  前記第２部は、前記第２窒化物半導体層上に配置された第１膜と、前記第１膜上に配置
された第２膜とからなり、
  前記第１部は、前記第２窒化物半導体層上に配置された前記第２膜からなる、半導体装
置。
【請求項３】
  請求項２記載の半導体装置において、
  前記第２膜は、酸化アルミニウムを含有する膜である、半導体装置。
【請求項４】
  請求項３記載の半導体装置において、
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  前記第１膜は、窒化シリコンを含有する膜である、半導体装置。
【請求項５】
  請求項１記載の半導体装置において、
  前記溝の側壁がテーパー形状である、半導体装置。
【請求項６】
  請求項５記載の半導体装置において、
  前記溝の側面と前記溝の底面の延長面とのなす角度が、９０°以下である、半導体装置
。
【請求項７】
  請求項６記載の半導体装置において、
  前記角度が、７０°以上９０°以下である、半導体装置。
【請求項８】
  請求項２記載の半導体装置において、
  前記溝の端部から前記第１膜までの距離は、前記第２膜の膜厚以上である、半導体装置
。
【請求項９】
  請求項８記載の半導体装置において、
  前記溝の端部から前記第１膜までの距離は、０．２μｍ以上である、半導体装置。
【請求項１０】
  請求項２記載の半導体装置において、
  前記溝の端部から前記第１膜までの距離は、５ｎｍ以上０．１μｍ以下である、半導体
装置。
【請求項１１】
  基板の上方に形成された第１窒化物半導体層と、
  前記第１窒化物半導体層上に形成され、前記第１窒化物半導体層よりバンドギャップが
広い第２窒化物半導体層と、
  前記第２窒化物半導体層を貫通し、前記第１窒化物半導体層の途中まで到達する溝と、
  前記溝内にゲート絶縁膜を介して配置されたゲート電極と、
  前記ゲート電極の両側の前記第２窒化物半導体層の上方にそれぞれ形成された第１電極
および第２電極と、を有し、
  前記ゲート絶縁膜は、前記溝の両側の前記第２窒化物半導体層上に配置され、前記溝の
形成領域を含む開口領域を有する第１膜と、前記開口領域を含む前記第１膜上に形成され
た第２膜とを有する、半導体装置。
【請求項１２】
  請求項１１記載の半導体装置において、
  前記第１膜は、前記溝の前記第１電極側の端部から後退して配置されている、半導体装
置。
【請求項１３】
  請求項１２記載の半導体装置において、
  前記第１膜は、前記溝の前記第２電極側の端部から後退して配置されている、半導体装
置。
【請求項１４】
  請求項１１記載の半導体装置において、
  前記第１膜は、窒化シリコンを含有する膜であり、
  前記第２膜は、酸化アルミニウムを含有する膜である、半導体装置。
【請求項１５】
  請求項１１記載の半導体装置において、
  前記溝の側壁がテーパー形状である、半導体装置。
【請求項１６】
  請求項１２記載の半導体装置において、
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  前記溝の端部から前記第１膜までの距離は、０．２μｍ以上である、半導体装置。
【請求項１７】
  （ａ）第１窒化物半導体層を形成し、前記第１窒化物半導体層上に、前記第１窒化物半
導体層よりバンドギャップが広い第２窒化物半導体層を形成することにより積層体を形成
する工程、
  （ｂ）前記積層体上の第１開口部を有する第１膜をマスクとして、前記積層体をエッチ
ングすることにより、前記第２窒化物半導体層を貫通し、前記第１窒化物半導体層の途中
まで到達する溝を形成する工程、
  （ｃ）前記第１膜の端部を前記溝の端部から後退させる工程、
  （ｄ）前記（ｃ）工程の後、前記溝の内部を含む前記第１膜上に、第２膜を形成する工
程、
  （ｅ）前記第２膜上に、ゲート電極を形成する工程、
を有する、半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
  請求項１７記載の半導体装置の製造方法において、
  前記（ｂ）工程は、
  （ｂ１）前記積層体上に、前記第１開口部を有する前記第１膜と、前記第１膜上に形成
され、前記第１開口部の第１端から後退した第３膜との積層膜を形成する工程、
  （ｂ２）前記積層膜をマスクに、前記積層体をエッチングすることにより、前記溝を形
成する工程、を有し、
  前記（ｃ）工程は、
  （ｃ１）前記第３膜をマスクに、前記第１膜をエッチングする工程、
  （ｃ２）前記第３膜を除去する工程、を有する、半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
  請求項１７記載の半導体装置の製造方法において、
  前記第１膜は、窒化シリコンを含有する膜であり、
  前記第２膜は、酸化アルミニウムを含有する膜である、半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
  請求項１８記載の半導体装置の製造方法において、
  前記（ｃ）工程は、前記第１膜の端部を前記溝の端部から０．２μｍ以上後退させる工
程である、半導体装置の製造方法。
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